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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第48期
第３四半期
累計期間

第48期
第３四半期
会計期間

第47期

会計期間 
自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日

自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日

自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日

売上高 （千円） 104,427,847 35,860,762 123,354,706
経常利益 （千円） 2,084,054 913,069 5,071,710
四半期（当期）純利益 （千円） 851,231 480,436 2,295,972
持分法を適用した場合の投資利
益 （千円） － － －

資本金 （千円） － 2,167,850 2,167,850
発行済株式総数 （株） － 17,494,500 17,494,500
純資産額 （千円） － 36,037,094 35,847,007
総資産額 （千円） － 59,623,124 51,584,509
１株当たり純資産額 （円） － 2,066.56 2,056.38
１株当たり四半期（当期）純利
益金額 （円） 48.84 27.56 131.49

潜在株式調整後１株当たり四半
期（当期）純利益金額 （円） 48.80 27.54 131.44

１株当たり配当額 （円） － － 39.00

自己資本比率 （％） － 60.4 69.5
営業活動による
キャッシュ・フロー （千円） 3,391,097 － －

投資活動による
キャッシュ・フロー （千円） △9,819,276 － －

財務活動による
キャッシュ・フロー （千円） 319,532 － －

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高 （千円） － 5,524,598　 －

従業員数 （人） － 1,107 1,001

（注）１．当社は第48期より四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等

の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第47期においては連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社における営業活動によるキャッシュ・フ

ロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の

期末残高は記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。  

　

３【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年11月30日現在

従業員数（人） 1,107(4,875)

（注）従業員数は就業人員であり、パートタイマーの当第３四半期会計期間の平均雇用人員は（　）内に外数で記載し

ております（１日８時間換算）。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

部門別

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

青果 3,640,59813.4

鮮魚 1,962,336 7.3

精肉 2,064,457 7.6

フード 2,125,181 7.8

デイリー 6,532,77024.1

グロッサリー 8,496,35931.4

食品計 24,821,70491.6

ノンフーズ 2,154,643 8.0

その他 112,850 0.4

合計 27,089,198100.0

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．フードとは、惣菜、寿司、ベーカリー等、デイリーは日配品、グロッサリーは加工食品、ノンフーズは

衣料及び住居関連、その他は催事等であり、他勘定振替高を含んでおります。

３. 鮮魚及びフードには、一次加工所納入実績分がそれぞれ含まれております。

 

(2) 販売実績

部門別

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

金額（千円）
構成比
（％）

青果 4,595,642 12.8

鮮魚 2,673,974 7.4

精肉 3,034,989 8.5

フード 3,908,351 10.9

デイリー 8,874,589 24.7

グロッサリー 10,168,05228.4

食品計 33,255,60192.7

ノンフーズ 2,477,234 6.9

その他 127,926 0.4

合計 35,860,762100.0

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．フードとは、惣菜、寿司、ベーカリー等、デイリーは日配品、グロッサリーは加工食品、ノンフーズは

衣料及び住居関連、その他は催事等であります。
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３．地区別の売上高実績及び構成比は、次のとおりであります。

  

 

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日　
至　平成21年11月30日）

四半期末
店舗数

売上高（千円） 構成比(％)

 

静岡県伊豆地区計 13 5,446,693 15.2

静岡県東部地区計 21 9,629,323 26.9

静岡県中部地区計 10 3,706,986 10.3

静岡県西部地区計 25 7,679,313 21.4

静岡県計 69 26,462,317 73.8

神奈川県計 9 5,128,533 14.3

山梨県計 7 2,666,216 7.4

愛知県計 3 1,599,129 4.5

本部等 - 4,565 0.0

合計 88 35,860,762100.0

 

(3）単位当たり売上高

 当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日）

売　　　上　　　高 35,860,762千円

１㎡当たり売上高 平均売場面積
154,120㎡

１㎡当たり売上高 232千円

１人当たり売上高 平均売場人員数
5,991人

１人当たり売上高 5,985千円

（注）１．平均売場面積は、期中平均によっております。

２．平均売場人員数は、パートタイマー（１日８時間換算）を含めた期中平均であります。
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２【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

４【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の状況

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出の回復や在庫調整などにより、企業業績において一部持ち直

しの兆しが見られたものの、依然として厳しい状況が続いており、失業率は高水準で推移し、個人消費は引き続き低

迷しております。　

食品スーパーマーケット業界におきましても、お客さまの生活防衛意識はさらに高まるとともに、企業間の低価

格競争は一層激しさを増し、厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中、当社は「危機こそ改革のチャンス　『コスト競争力』と『現場力』の強化」をスローガン

に掲げ、スーパーマーケットの原点に立ち返り、ゼロベースでの改革を進めております。

お客さまの節約志向・低価格志向が継続する中、価格競争力において地域一番を実現すべく、イオンのプライ

ベートブランド「トップバリュ」などの拡販に努めました。トップバリュは、第１四半期より取り組んできた集合

陳列による販売強化が一定の効果を上げるとともに、生活必需品を納得品質・低価格でご提供する「ベストプライ

スｂｙトップバリュ」の販売も好調に推移したことなどにより、その売上高構成比は当第３四半期会計期間におい

て9.7％（前年同期7.6％）となりました。

また、イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」を順次導入し、お買物のたびにポイントがたまるサービス機能を拡充す

るとともに、ＷＡＯＮカードホルダーの拡大による固定客づくりにも努めました。当第３四半期会計期間において

は、ＷＡＯＮ対応のレジシステムを26店舗に導入し、当第３四半期会計期間末までの同システムの導入店舗数は85

店舗となりました。

一方、売上の確保が厳しい環境のもと、コスト競争力への取組みを一層強化いたしました。イオングループ共同で

の商品調達の拡大、時間帯別製造の精度向上や値引き・廃棄コントロールの強化によるロス削減などに努めるとと

もに、管理費及び販売費を中心に経費１％削減を目標とする「Ｋ－１大作戦」に継続して取り組みました。同時に、

ローコストオペレーションの実現に向け、部門の壁を取り払い、一体となって効率的に作業を進める「大部屋化」

への取組みをさらに推進するとともに、商品カテゴリー単位でのカートラック配送を拡大させ、店内作業の軽減に

も取り組みました。

店舗展開におきましては、９月にマックスバリュ沼津南店を開設するとともに、同月イオンリテール株式会社か

ら同社が静岡県及び愛知県東部エリアで展開するマックスバリュ６店舗を譲り受けたことにより、当第３四半期会

計期間末における店舗数は88店舗となりました。同時に、店舗網の拡充に対応すべく、11月にイオングループ共通の

事業インフラとして開設されたイオン静岡ＲＤＣ（リージョナル・ディストリビューション・センター）からの

商品供給をスタートさせました。

以上のような取組みを進めてまいりましたが、お客さまの買い控え傾向が一層顕著となり、既存店売上高は対前

年同期比92.6％と厳しい結果となりました。一方、売上総利益率については25.8％と前年同期比で0.4％改善すると

ともに、販売費及び一般管理費については、既存店ベースで対前年同期比95.2％と削減が進んだことなどにより、営

業利益においては、連結ベースでの前年同期実績を上回る結果となりました。

これらの結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高は358億60百万円、営業利益は９億38百万円、経常利益は９

億13百万円、四半期純利益は４億80百万円となりました。
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（２）財政状態の分析

① 資産

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比し、80億38百万円増加し、596億23百万円となっておりま

す。これは主に、新店やイオン静岡ＲＤＣ等の設備投資、イオンリテール株式会社よりのマックスバリュ６店舗の

事業譲受けなどにより、固定資産が127億72百万円増加したこと、現金及び預金が68億８百万円減少したことなど

によるものであります。

② 負債

当第３四半期会計期間末の負債合計は、235億86百万円となり、前事業年度末に比し、78億48百万円増加いたしま

した。これは主に、新店10店舗の開店、マックスバリュ６店舗の事業譲受けなどに伴い、買掛金が13億82百万円、そ

の他流動負債が60億80百万円増加したこと、また、短期借入金が10億円増加したことなどによるものであります。　

③ 純資産

当第３四半期会計期間末の純資産は、360億37百万円となり、前事業年度末に比し、１億90百万円増加しておりま

す。これは、四半期純利益の計上８億51百万円、配当金の支払額６億79百万円などによるものであります。

　
 

（３）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期会計期間末に比

し44億88百万円減少し、55億24百万円となっております。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は６億86百万円となりました。これは主として、税引前四半期純利益８億45百万円

の増加などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は51億75百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出29

億41百万円、マックスバリュ６店舗の事業譲受けによる支出33億円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

財務活動の結果支出した資金については、重要なものはありません。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

 　当第３四半期会計期間においてイオンリテール株式会社より同社が静岡県及び愛知県東部で展開するマックスバ

リュ６店舗を譲り受けたことにより、主要な設備が増加いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年11月30日現在　

 事業所名
　

所在地　　
　

設備の
内容
　

帳簿価額（千円）　

従業員数
（人）　

建物及び

構築物　

　土地 差入
保証金　
　

その他 合計面積

(㎡)

帳簿価

額

 マックスバリュ
 蒲原店他

　静岡市
清水区他

店舗 434,760　
（23,542)
23,542　

   － 94,698188,026717,48660　（258）

（注）１．土地面積のうち（　）内は内書きで賃借部分であります。

２．上記従業員のうち（　）内は外書きでパートタイマー（１日８時間換算）の期中平均雇用人員であり

ます。

 

（２）設備の新設、除却等の計画

重要な設備計画の完了

当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間に計画中であった重要な設備の新設等について完了したも

のは次のとおりであります。

新設 

 事業所名 所在地 営業開始日 営業時間
 マックスバリュ
 沼津南店

 静岡県沼津市  平成21年９月５日  24時間営業

 イオン静岡ＲＤＣ  静岡県袋井市  平成21年11月１日  －
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成21年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年１月13日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 17,494,500 17,494,500
東京証券取引所

（市場第二部）

　単元株式数は100株

であります。

計 17,494,500 17,494,500 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第１回新株予約権

平成20年４月７日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 36

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,600　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成20年６月１日

至　平成35年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,351 

資本組入額 676（注）２　

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者（新株予約権を引き受けた取締役をい

う。以下同じ。）は、権利行使時においても、当社の取

締役の地位にあることを要する。但し、当社の取締役

を退任した場合であっても、退任日から５年以内に

限って権利行使ができる。

②　新株予約権については、その数の全数につき一括し

て行使することとし、これを分割して行使することは

できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれ

を担保に供することはできないものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割（または併合）の比率

　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは

吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数

の調整を行う。

２．新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には資本組入れは行わないものとす

る。
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第２回新株予約権

平成21年４月６日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年11月30日）

新株予約権の数（個） 130

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 13,000　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
　自　平成21年６月１日

　至　平成36年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 783  

資本組入額 392（注）２　

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者（新株予約権を引き受けた取締役をい

う。以下同じ。）は、権利行使時においても、当社の取

締役の地位にあることを要する。但し、当社の取締役

を退任した場合であっても、退任日から５年以内に

限って権利行使ができる。

②　新株予約権については、その数の全数につき一括し

て行使することとし、これを分割して行使することは

できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれ

を担保に供することはできないものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割（または併合）の比率

　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは

吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数

の調整を行う。

２．新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には資本組入れは行わないものとす

る。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減
額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金残高
（千円）

 平成21年９月１日

 平成21年11月30日
～ － 17,494,500－ 2,167,850 － 2,893,374

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、平成21年11月30日現在の株主名簿を確認したところ、大株主であった日本トラス

ティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ）は大株主でなくなり、ステート　ストリート　バンク　アンド　

トラスト　カンパニー　５０５１０３が大株主になったことが判明いたしました。　　　

　 　 　 平成21年11月30日現在

氏名又は名称 住            所

所 有

発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合

（％）

　

株式数

　

（千株）

ステート  ストリート  バンク  アンド  トラスト　

カンパニー５０５１０３

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ　３５１　ＢＯＳＴＯＮ　Ｍ

ＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ　０２１０１　

Ｕ．Ｓ．Ａ．

86 0.49

(常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行決済営

業部）
（東京都中央区月島４丁目１６－１３） 　 　
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成21年11月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －　　　　

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式　　　63,500 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　17,293,000 172,919 －

単元未満株式  普通株式     138,000 － －

発行済株式総数 17,494,500 － －

総株主の議決権 － 172,919 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

1,100株及び50株含まれております。　　　

            なお、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権11個が含まれておりませ

          ん。 

　　　２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式に係る単元未満株式40株が含まれております。 

 

②【自己株式等】

平成21年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

マックスバリュ東海株式会社
静岡県駿東郡長泉町

下長窪303番地1
63,500－ 63,500 0.36

計 － 63,500－ 63,500 0.36

 

 

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 1,125 1,119 1,209 1,194 1,251 1,253 1,276 1,257 1,065

最低（円） 1,020 1,024 1,022 1,100 1,115 1,190 1,202 1,053 981

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員異動は、次のとおりであります。

　

　 役職の異動

　新役名 　新職名 　旧役名 　旧職名 　氏名 　異動年月日

　代表取締役  社長・生鮮商品統括本部長 　代表取締役  社長 　内山　一美 　平成21年９月１日

　専務取締役
 店舗統括本部長兼第一ブロ

 ック長　
　専務取締役  管理、開発部門管掌 　片山　勝治 　平成21年９月１日

　常務取締役

 ステープル商品統括本部長

 兼営業コーディネーター 

 本部担当　

　常務取締役

 ステープル商品統括

 本部長、新店推進

 部、新業態推進部、

 ＳＳ事業部、山梨事

 業部管掌

　神尾　啓治 　平成21年９月１日

　取締役  フード商品統括本部長 　取締役
 生鮮・フード商品統

 括本部長
　安倍　　悟 　平成21年９月１日

　取締役
 店舗統括本部第二ブロック

 長
　取締役

 店舗統括本部長兼営 

 業コーディネーター

 本部管掌

　山下　豊明 　平成21年９月１日

　取締役
 店舗統括本部第三ブロック

 長
　取締役  社長付 　後藤　鉄朗 　平成21年９月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間（平成21年９月１日から平成21

年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トーマツか

ら名称変更しております。

　

３．四半期連結財務諸表について 

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四

半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
　

資産基準　　　　　　　　0.60 ％

売上高基準　　　　　　　　－ ％

利益基準　　　　　　　△2.76 ％

利益剰余金基準　 　 　　0.83 ％
 

※ 会社間項目の消去前の数値により算出しております。 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,511,253 12,319,900

売掛金 41,017 50,251

商品 2,715,036 2,057,719

繰延税金資産 1,089,079 642,122

その他 2,926,129 1,946,890

貸倒引当金 － △934

流動資産合計 12,282,517 17,015,948

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 17,707,946

※1
 10,196,845

土地 12,594,970 12,313,139

その他（純額） ※1
 6,057,664

※1
 3,946,370

有形固定資産合計 36,360,581 26,456,355

無形固定資産

のれん 2,679,713 1,188,715

その他 208,745 205,737

無形固定資産合計 2,888,459 1,394,452

投資その他の資産

繰延税金資産 3,123,914 2,190,439

差入保証金 3,333,009 3,239,684

その他 1,706,832 1,376,618

貸倒引当金 △72,190 △88,989

投資その他の資産合計 8,091,566 6,717,753

固定資産合計 47,340,606 34,568,561

資産合計 59,623,124 51,584,509

負債の部

流動負債

買掛金 8,721,771 7,339,157

短期借入金 ※2
 1,000,000 －

未払法人税等 656,182 976,251

賞与引当金 77,231 487,757

役員賞与引当金 － 47,490

役員業績報酬引当金 ※3
 49,635 －

店舗閉鎖損失引当金 95,456 149,330

その他 8,828,522 2,748,174

流動負債合計 19,428,798 11,748,161
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年２月28日)

固定負債

退職給付引当金 3,314,929 3,154,007

商品券回収損失引当金 34,019 35,054

その他 808,282 800,279

固定負債合計 4,157,231 3,989,341

負債合計 23,586,029 15,737,502

純資産の部

株主資本

資本金 2,167,850 2,167,850

資本剰余金 2,893,374 2,893,374

利益剰余金 30,974,750 30,804,286

自己株式 △85,257 △86,964

株主資本合計 35,950,717 35,778,545

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 71,350 63,601

評価・換算差額等合計 71,350 63,601

新株予約権 15,026 4,860

純資産合計 36,037,094 35,847,007

負債純資産合計 59,623,124 51,584,509

EDINET提出書類

マックスバリュ東海株式会社(E03087)

四半期報告書

17/29



（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 104,427,847

売上原価 78,027,731

売上総利益 26,400,115

その他の営業収入 1,975,819

営業総利益 28,375,934

販売費及び一般管理費 ※1
 26,294,010

営業利益 2,081,924

営業外収益

受取利息 18,328

受取配当金 1,383

違約金収入 17,275

雑収入 10,895

営業外収益合計 47,883

営業外費用

支払利息 11,993

シンジケートローン手数料 32,000

雑損失 1,760

営業外費用合計 45,753

経常利益 2,084,054

特別利益

貸倒引当金戻入額 17,733

補助金収入 77,063

その他 8,442

特別利益合計 103,239

特別損失

固定資産売却損 6,090

固定資産除却損 51,884

減損損失 ※2
 438,139

店舗閉鎖損失引当金繰入額 36,537

リース解約損 20,599

その他 13,540

特別損失合計 566,792

税引前四半期純利益 1,620,501

法人税、住民税及び事業税 1,066,588

法人税等調整額 △297,318

法人税等合計 769,269

四半期純利益 851,231
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 35,860,762

売上原価 26,603,534

売上総利益 9,257,228

その他の営業収入 697,752

営業総利益 9,954,980

販売費及び一般管理費 ※1
 9,016,877

営業利益 938,103

営業外収益

受取利息 4,675

違約金収入 1,200

雑収入 5,105

営業外収益合計 10,981

営業外費用

支払利息 3,464

シンジケートローン手数料 32,000

雑損失 550

営業外費用合計 36,015

経常利益 913,069

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,400

その他 658

特別利益合計 6,058

特別損失

固定資産売却損 1,865

固定資産除却損 16,125

減損損失 ※2
 30,000

店舗閉鎖損失引当金繰入額 20,742

その他 4,440

特別損失合計 73,173

税引前四半期純利益 845,954

法人税、住民税及び事業税 572,668

法人税等調整額 △207,149

法人税等合計 365,518

四半期純利益 480,436
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 1,620,501

減価償却費 1,629,204

減損損失 438,139

のれん償却額 154,131

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,733

賞与引当金の増減額（△は減少） △410,526

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △47,490

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 49,635

退職給付引当金の増減額（△は減少） 160,922

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △53,873

商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) △1,035

受取利息及び受取配当金 △19,712

支払利息 11,993

固定資産売却損益（△は益） 6,090

固定資産除却損 51,884

売上債権の増減額（△は増加） 9,233

たな卸資産の増減額（△は増加） △677,036

仕入債務の増減額（△は減少） 1,382,613

その他 466,077

小計 4,753,020

利息及び配当金の受取額 26,894

利息の支払額 △9,275

法人税等の支払額 △1,379,541

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,391,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 700,000

有形固定資産の取得による支出 △8,169,453

有形固定資産の売却による収入 91,511

無形固定資産の取得による支出 △60,555

固定資産譲渡予約契約に伴う手付金収入 1,300,000

敷金及び保証金の差入による支出 △311,190

敷金及び保証金の回収による収入 150,350

営業譲受による支出 △3,300,000

その他 △219,938

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,819,276
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,000,000

自己株式の取得による支出 △708

配当金の支払額 △679,760

その他 1

財務活動によるキャッシュ・フロー 319,532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,108,646

現金及び現金同等物の期首残高 11,633,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,524,598
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　　

会計処理基準に関する事項の

変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
  
「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）を当事業年度の第１四半期会計期間か

ら適用し、評価基準については、売価還元平

均原価法から売価還元平均原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。　

なお、当該変更による当第３四半期累計

期間への影響はありません。

 

 

　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成21年11月30日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

※１有形固定資産の減価償却累計額

10,393,301千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

 ※１有形固定資産の減価償却累計額

8,996,353千円

※２当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

３行と貸出コミットメント契約を結んでおります。契

約に基づく当第３四半期会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額　 4,000,000千円

借入実行残高　 　1,000,000千円

差引額　 　3,000,000千円

　

─────

※３役員賞与引当金は、内容をより明瞭に表示するため、当

事業年度の第１四半期会計期間より役員業績報酬引当

金に科目の名称を変更しております。

　

─────
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（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおり

であります。　

　

販売促進費 1,312,389千円

従業員給料及び賞与 12,066,243千円

賞与引当金繰入額 77,231千円

役員業績報酬引当金繰入額 49,635千円

退職給付費用 267,745千円

法定福利及び厚生費 1,487,228千円

不動産賃借料 2,805,994千円

減価償却費 1,629,204千円

水道光熱費 1,707,240千円

修繕維持費 1,152,669千円

のれん償却額 154,131千円

　

　

※２　当第３四半期累計期間において、当社は以下のグループについて

減損損失を計上しております。

なお、「MV」はマックスバリュ、「EX」はマックスバリュEX（エ

クスプレス）の略であり、特に記載の無いものはヤオハンで

あります。

　

用途

　

場所

　

種類及び減損損失

建物 器具備品 その他 合計

（千円）　 （千円） （千円） （千円）

店舗
MV浜松可美店　　（浜松

市南区）
70,53624,70013,104108,341

店舗
EX下田銀座店　　（静岡

県下田市）
83,82117,2893,774104,886

店舗
EX唐瀬店　　　　（静岡市

葵区）
2,673 53 　1,9454,672

店舗
葵町店　　　　　（浜松市中

区）
371 1,0714931,936

賃貸

不動産

シーズンセレクト福田

店　　　　（静岡県磐田

市）

173,049      - 45,253218,302

合計 330,45343,11464,569438,139

　

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗及び賃

貸不動産を基礎とし、また遊休資産については物件毎にグルーピング

しております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は継続してマイナス

となる見込みである店舗の資産グループ、閉店の意思決定をした店舗

等の資産グループ及び市況の変化に伴い市場価格の著しく下落した遊

休資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値に

より測定しております。正味売却価額は、土地については不動産鑑定評

価額により評価しておりますが、重要性が乏しい土地については固定

資産税評価額を基に算定した金額により、その他の固定資産について

は取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。ま

た、使用価値は、将来キャッシュ・フローを7.3％で割り引いて算定し

ております。
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当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

　　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおり

であります。　

　

販売促進費 451,104千円

従業員給料及び賞与 4,094,187千円

賞与引当金繰入額 77,231千円

役員業績報酬引当金繰入額 14,015千円

退職給付費用 89,248千円

法定福利及び厚生費 499,094千円

不動産賃借料 1,005,280千円

減価償却費 623,183千円

水道光熱費 587,913千円

修繕維持費 427,259千円

のれん償却額 76,171千円

　

　

※２　当第３四半期会計期間において、当社は以下のグループについて

減損損失を計上しております。

なお、「MV」はマックスバリュの略であります。

　

用途
場所

　

種類及び減損損失

建物 器具備品 その他 合計

（千円）　 （千円）　 （千円）　 （千円）　

店舗
MV浜松可美店　　（浜松

市南区）
30,000    -     - 30,000

合計 30,000    -     -  30,000

　

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗及び賃

貸不動産を基礎とし、また遊休資産については物件毎にグルーピング

しております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は継続してマイナス

となる見込みである店舗の資産グループ、閉店の意思決定をした店舗

等の資産グループ及び市況の変化に伴い市場価格の著しく下落した遊

休資産について、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値によ

り測定しております。正味売却価額は、土地については不動産鑑定評価

額により評価しておりますが、重要性が乏しい土地については固定資

産税評価額を基に算定した金額により、その他の固定資産については

取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。また、

使用価値は、将来キャッシュ・フローを7.3％で割り引いて算定してお

ります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年11月30日現在）

現金及び預金 5,511,253千円

預け金（流動資産その他） 13,344千円

現金及び現金同等物 5,524,598千円

　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年11月30日）及び当第３四半期累計期間（自 平成21年３月１日　至　平成21年

11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数  

普通株式　　17,494,500株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　63,540株

  

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期会計期間末残高　　15,026千円

  

４．配当に関する事項

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の
総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日
配当の原
資

　

平成21年４

月６日取締

役会

普通株式 679,760 39.00
平成21年

２月28日

平成21年

５月７日

利益剰余

金
　

 

（２）基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後と

なるもの

該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

　

平成21年７月15日開催の取締役会において、当社と同じくイオン株式会社を親会社としてもつイオンリテール株式会社

より、事業の一部譲受けとして、同社が静岡県及び愛知県東部エリアにて営んでいる「マックスバリュ」６店舗の事業

「小売業・不動産業（転貸借を含む）」を譲り受けることを決議しました。これは「マックスバリュ」名称店舗でありな

がら運営会社が異なることにより生じる、お客さまのご不便・混乱等を解消するとともに、今まで以上にお客さまの満足

度向上を図り、より地域に密着した経営活動を推進する一方、当社の事業規模拡大・ドミナント形成による競争力強化と

経営効率の更なる改善を目的としております。

当該決議に基づき、同日に事業譲渡契約を締結し、平成21年９月17日、９月25日の２日間にわけ、６店舗の事業「小売業

・不動産業（転貸借を含む）」を譲り受けました。　

会計処理としましては、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正 平成19年11月15日）に基づき、共

通支配下の取引として処理しております。

　なお、取得した事業の譲受価額並びに企業結合の結果計上された資産及び負債の額は、それぞれ以下のとおりでありま

す。

区分 金額 （千円）

 資産（のれんを除く） 1,672,767　

 負　　　　債 17,897　

 のれん（発生額） 1,645,130　

 取得した事業の譲受価額 3,300,000　

取得した事業の対価は全て現金です。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成21年11月30日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 2,066.56 円 １株当たり純資産額 2,056.38 円 　

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 48.84 円 　

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
48.80 円 　

１株当たり四半期純利益金額 27.56 円 　

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
27.54 円 　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 851,231 480,436

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 851,231 480,436

期中平均株式数（千株） 17,429 17,430　

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） －　 －　

普通株式増加数（千株） 14 16

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

２【その他】

　　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

マックスバリュ東海株式会社(E03087)

四半期報告書

28/29



　

 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成22年１月７日

マックスバリュ東海株式会社

 取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 近藤　安正　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 陸田　雅彦　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバリュ東

海株式会社の平成21年３月１日から平成22年２月28日までの第48期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年９月１日

から平成21年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期財

務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ東海株式会社の平成21年11月30日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上 

 
 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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